
JP 5998043 B2 2016.9.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水素を含む改質後燃料を燃料として駆動するエンジンと、
　前記エンジンの動力を用いて発電する発電機と、
　前記エンジンの排熱を用いて水素化合物燃料の水蒸気改質により水素を含む改質後燃料
を生成する改質器と、
　前記改質器で利用されなかった前記エンジンの排熱を用いて冷熱または動力を生成する
熱利用システムと、を備え、
　前記熱利用システム内の排熱を使って改質器に供給する水を加熱することを特徴とする
エンジンコンバインドシステム。
【請求項２】
　請求項１において、前記熱利用システムの凝縮器の凝縮熱によって、前記改質器に供給
する水を加熱することを特徴とするエンジンコンバインドシステム。
【請求項３】
　請求項１において、前記改質器で生成した前記改質後燃料は熱交換器を介して前記エン
ジンに供給されることを特徴とするエンジンコンバインドシステム。
【請求項４】
　請求項３において、前記改質後燃料に含まれる水蒸気を前記熱交換器で凝縮させて、前
記改質後燃料から水を回収することを特徴とするエンジンコンバインドシステム。
【請求項５】
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　請求項１において、前記エンジンに前記燃料を直接供給する燃料供給手段を備えること
を特徴とするエンジンコンバインドシステム。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記エンジンの吸気管に空気の供給量を調整するための空気流量調整バルブを有し、
　前記エンジンに供給される前記燃料および前記改質後燃料の割合に応じて、前記空気流
量調整バルブによって前記エンジンへの空気供給量を制御することを特徴とするエンジン
コンバインドシステム。
【請求項７】
　請求項１において、前記熱利用システムがランキンサイクルまたは吸収式冷凍機である
ことを特徴とするエンジンコンバインドシステム。
【請求項８】
　水素を含む改質後燃料を燃料として駆動するエンジンと、
　前記エンジンの動力を用いて発電する発電機と、
　前記エンジンの排熱を用いて水素化合物燃料の水蒸気改質により水素を含む改質後燃料
を生成する改質器と、
　前記改質器で利用されなかった前記エンジンの排熱を用いて動力を生成するランキンサ
イクルと、を備え、
　前記ランキンサイクルは、熱媒体である水を貯蔵する水タンクと、前記水タンクから供
給される水を前記エンジンの排熱を用いて蒸発させる第一の熱交換器と、前記第一の熱交
換器から排出された水蒸気が供給される膨張機と、前記膨張機から排出された後の水蒸気
を凝縮させて水を前記水タンクに回収する第二の熱交換器とを備え、
　前記膨張機から排出された水蒸気を前記改質器に供給し、水蒸気を含む改質後燃料を前
記第二の熱交換器に供給し、水を回収することを特徴とするエンジンコンバインドシステ
ム。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記膨張器から前記改質器に水蒸気を供給する第一の配管と、
　前記膨張器を介さずに前記第一の熱交換器から排出された水蒸気を前記改質器に供給す
る第二の配管と、
　前記第一の配管および第二の配管を流れる水蒸気の流量を調整する流量調整手段と、を
備えることを特徴とするエンジンコンバインドシステム。
【請求項１０】
　請求項８において、前記エンジンの排気管に過給器を備え、前記過給器は前記改質器と
前記第一の熱交換器との設けられていることを特徴とするエンジンコンバインドシステム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はエンジンコンバインドシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　エンジンは供給する燃料の発熱量の５０～６０％は排熱として捨てられる。そのため、
排気熱を回収し、動力もしくは冷熱などへ変換することで、システム全体として高効率化
、高度利用が可能となる。排熱を活用して、天然ガスなどの燃料を水素、一酸化炭素もし
くは二酸化炭素へ改質する場合、この反応が吸熱であることから、排熱を燃料の発熱量と
して回収することが可能となる。つまり、化学反応により排熱回収が可能となる。天然ガ
スや石油系燃料は上記改質反応が可能であるが、改質温度が５００～７００℃と高いため
、高温の排気熱を使うことになる。そのため、改質に利用した後の排気熱はまだ高温状態
にあることから、さらに別の熱利用機器を構成することができる。たとえば、ランキンサ
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イクルや吸収式冷凍機などの利用機器を活用できる。これによりシステム全体の高効率化
が可能となる。
【０００３】
　改質器とその他熱利用機器を組み合わせたシステムとして、たとえば、特許文献１に記
載のシステムがあげられる。このシステムは天然ガスを燃料としてエンジンを駆動し、エ
ンジンの排気管に改質器を搭載し、改質器の後流にランキンサイクル、ＣＯ2分離器を搭
載した構成である。この構成の場合、排気中のＣＯ2を改質器に供給するためにＣＯ2分離
器を搭載している。また、改質器を通過した余剰の排熱を使ってランキンサイクルで動力
を生み出す構成となっている。
【０００４】
　特許文献１に記載のシステムはランキンサイクルで熱交換器、蒸気タービン、凝縮器、
ポンプといった構成部品が必要であり、改質システムでは改質器とＣＯ2分離器といった
構成部品が必要となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－０９３７７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　これまでの改質器を搭載したエンジンでは、排気管に改質器とその後流に熱回収システ
ムを設けるため、装置の構成部品点数が多いにもかかわらず、熱利用システムであるラン
キンサイクルと改質システムは独立して使用するため、排熱利用の観点で相乗的な効果が
期待できない。またランキンサイクルからの排熱（冷媒の凝縮熱）は利用されずに捨てら
れていることから排熱回収率が低下し、システム全体の効率が低下するという課題がある
。
【０００７】
　本発明は、エンジンの排熱を有効利用してシステム効率に優れたエンジンコンバインド
システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のエンジンコンバインドシステムは、水素を含む改質後燃料を燃料として駆動す
るエンジンと、エンジンの動力を用いて発電する発電機と、エンジンの排熱を用いて水素
化合物燃料の水蒸気改質により水素を含む改質後燃料を生成する改質器と、改質器で利用
されなかったエンジンの排熱を用いて冷熱または動力を生成する熱利用システムと、を備
え、熱利用システム内の排熱を使って改質器に供給する水を加熱する構成としたことを特
徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、エンジンの排熱を有効利用してシステム効率に優れたエンジンコンバ
インドシステムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明のエンジンコンバインドシステムの概略図を示す図である。
【図２】メタン水蒸気改質の改質温度と平衡転化率の関係を示す図である。
【図３】第１実施形態に係る改質器とランキンサイクルを組み合わせた構成のエンジンコ
ンバインドシステムの概略図を示す図である。
【図４】改質温度と水の加熱量（潜熱量、顕熱量の合計）の関係を示す図である。
【図５】改質後燃料と改質前燃料のエンジンに供給するガス量の比較を示す図である。
【図６】第１実施形態に係るエンジンコンバインドシステムの起動時の制御フローの一例
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を示す図である。
【図７】第１実施形態に係るエンジンコンバインドシステムの定格運転時の改質器の温度
制御フローの一例を示す図である。
【図８】第１実施形態に係るエンジンコンバインドシステムの定格運転時のランキンサイ
クルの制御フローの一例を示す図である。
【図９】第２実施形態に係る改質器と吸収式冷凍機を組み合わせた構成のエンジンコンバ
インドシステムの概略図を示す図である。
【図１０】第３実施形態に係る改質器とランキンサイクルを組み合わせた構成のエンジン
コンバインドシステムの概略図を示す図である。
【図１１】第３実施形態に係るエンジンコンバインドシステムの起動時の制御フローの一
例を示す図である。
【図１２】第３実施形態に係るエンジンコンバインドシステムの定格運転時の改質器の温
度制御フローの一例を示す図である。
【図１３】第３実施形態に係るエンジンコンバインドシステムの定格運転時の熱交換器の
温度制御フローの一例を示す図である。
【図１４】第４実施形態に係る改質器と過給器とランキンサイクルを組み合わせた構成の
エンジンコンバインドシステムの概略図を示す図である。
【図１５】改質器の構成の一例を示す模式図である。
【図１６】エンジンコンバインドシステムのシステム効率を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１に本発明のエンジンコンバインドシステムの概略図を示す。エンジンの排気管に改
質器を搭載し、改質器に燃料と水蒸気を供給する。本システムでは燃料として天然ガスを
例として説明する。天然ガスは多成分であるが、以下主成分であるメタン(ＣＨ4)を例に
説明する。メタンの水蒸気改質反応は式（１）となる。
　ＣＨ4＋Ｈ2Ｏ　⇒　ＣＯ＋３Ｈ2－２０５．７ｋＪ　・・・（１）
【００１２】
　式（１）は吸熱反応であることから、メタン１molを反応させることで、２０５．７ｋ
Ｊの熱が吸収される。つまり、メタン１ｍｏｌの低位発熱量（８０２．７ｋＪ）が、水蒸
気改質により、２０５．７ｋＪ高くなる。つまり改質後燃料である一酸化炭素と水素の合
計発熱量はメタンよりも１．２５倍高くなる。この吸熱量を排気熱でまかなうことで、排
熱が燃料の発熱量として回収され、有効利用される。
【００１３】
　図２は、式（１）に示したメタンの水蒸気改質反応における平衡状態での改質温度と転
化率の関係である。図２ではＳ／Ｃ＝１，２の条件をそれぞれ示した。Ｓ／Ｃとは改質前
の成分である水蒸気（Ｓ）とメタン（Ｃ）のモル比のことを示す。メタンの水蒸気改質反
応において転化率５０％を確保するには６１５℃（Ｓ／Ｃ＝１）、５５０℃（Ｓ／Ｃ＝２
）の改質温度が必要となることが分かる。つまり、改質器を通過した排ガスは高温状態で
あり、さらに動力もしくは冷熱を作ることができる温度域であることが分かる。
【００１４】
　たとえば、排熱から電気あるいは動力に変換したい場合はランキンサイクルを使用し、
排熱から冷熱を作りたいときは吸収式冷凍機を使用する。ランキンサイクルあるいは吸収
式冷凍機のどちらにおいても、冷媒を使用し、循環サイクルにおいて冷媒を冷却する行程
（凝縮行程）が存在する。凝縮行程においては排熱が出てくるため、その熱を改質器に使
用する水の加熱に使用する。そうすることで、熱利用システムの冷媒冷却と改質器で供給
する水の蒸気化の両面で効果が得られる。
【００１５】
　燃料として天然ガスを例として説明したが、灯油、軽油、重油、ガソリンなどの炭化水
素燃料、メタノール、エタノールなどのアルコール系燃料とその含水燃料、その他、アン
モニアなど、水蒸気改質により水素を生成可能な水素化合物を用いることができる。
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［第１実施形態]
　図３に第１実施形態に係る改質器とランキンサイクルを組み合わせたエンジンコンバイ
ンドシステムの構成図を示す。
【００１６】
　エンジン１０２の排気管に改質器１０３が接続され、改質器１０３の排ガス下流側にラ
ンキンサイクルに用いられる熱交換器１０５が設けられる。この熱交換器１０５はランキ
ンサイクルの加熱行程を実施するものである。ランキンサイクルの循環経路の熱媒体がポ
ンプＰ１を介して熱交換器１０５に供給される。熱交換器１０５では、改質器１０３で利
用されなかったエンジン１０２の排熱によって熱媒体が加熱され、高温、高圧の熱媒体と
なる。この高温、高圧の熱媒体が膨張機１０６へ送られ、膨張機１０６でエンタルピー差
が生まれることで、発電機１０７により発電が行われる。膨張機１０６から排出された熱
媒体は凝縮器１０８により凝縮され、再度ポンプＰ１によって熱交換器１０５に送られる
。凝縮器１０８には水タンク１０９からポンプＰ２を介して水が供給され、熱媒体を冷却
して凝縮させる。一方、水タンク１０９から凝縮器１０８に供給された水は、ランキンサ
イクルの凝縮行程の凝縮熱によって加熱される。凝縮器１０８から出た高温の水または水
蒸気は、熱交換器１１０に供給され、改質器１０３から排出される高温の改質後燃料と熱
交換され、さらに加熱され、その後、流量調整バルブＶ４により流量を調整して、改質器
１０３に送られる。また、改質器１０３には燃料タンク１０４から流量調整バルブＶ１を
介して、流量が調整された天然ガスが改質器１０３へ供給される。これにより改質器１０
３では、式（１）に示す水蒸気改質反応が行われ、水素（Ｈ2）と一酸化炭素（ＣＯ）が
生成される。
【００１７】
　図４に改質温度と改質器に供給する水の加熱量（必要潜熱、顕熱の合計）の関係を示す
。式（１）の改質反応でメタン１ｍｏｌを水蒸気改質するために必要な水の潜熱、顕熱の
合計値で示す。改質温度が大きいほど、また、Ｓ／Ｃが大きいほど必要な水の潜熱、顕熱
は大きくなる。Ｓ／Ｃ＝３の条件においては改質反応熱２０５ｋＪを超える熱量が必要に
なることがある。図３の構成にすると、熱交換器１０８におけるランキンサイクルでの凝
縮熱を改質器１０３に供給する水の顕熱、潜熱に利用でき、それにより改質器１０３にお
いて改質反応に利用できる排熱割合が増加する。従って、改質反応の転化率が向上する。
ランキンサイクルから見た場合においても、凝縮器１０８の熱媒体の冷却に水を使えるこ
とから、凝縮器１０８の高効率化、小型化が可能となる。つまり、改質システム、ランキ
ンサイクルシステムの両面から見て、相乗的な効果がある。熱交換器１１０も同様に水の
潜熱、顕熱に利用でき、それにより改質器１０３において改質反応に利用できる排熱割合
が増加する。従って、改質反応の転化率が向上する。
【００１８】
　本構成において、天然ガスと水蒸気の供給量の割合はＳ／Ｃが１よりも大きい値で制御
することが望ましい。これは改質器１０３内での天然ガスの炭化を防ぐと同時に、所定温
度での転化率を高めるためである。このように改質器１０３に過剰の水蒸気を供給すると
、改質後燃料中に水蒸気が混ざる。これに対して、図３に示したように改質器１０３から
エンジン１０２への改質後燃料の供給経路の途中に熱交換器１１０を設け、熱交換器１１
０で改質後燃料に含まれる水蒸気を凝縮させ、凝縮した水を水タンク１０９に戻す構成と
することが好ましい。これにより改質器１０３へ送られた余剰の水を水タンクに回収して
、再度改質器１０３に送ることができる。また、配管内での水凝縮や、過剰な水蒸気のエ
ンジン１０２への混入を防ぐことができる。配管内で水が凝縮すると、改質器１０３の圧
力変動が大きくなることや、エンジン１０２へ凝縮された水が供給される可能性がある。
つまり熱交換器１１０を設けることで、水の再利用のほか、エンジン１０２の燃焼および
改質器１０３の改質反応の安定性が向上する効果が得られる。熱交換器１１０を通過した
改質後燃料は燃料調整バルブＶ２により、流量が調整された後にエンジン１０２に供給さ
れ、エンジンが駆動される。エンジン１０２は発電機１０１と機械的に接続されており、
エンジン１０２の動力を用いて発電機１０１で発電が行われる。
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【００１９】
　また、図３のシステムでは燃料をエンジン１０２に直接供給する燃料供給手段を備えて
いる。具体的には、燃料タンク１０４はエンジン１０２と流量調整バルブＶ５を介して配
管で接続されており、流量調整バルブＶ５により燃料タンク１０４の燃料をエンジン１０
２に直接供給できる構成となっている。この燃料供給手段を設けることで改質器１０３が
利用できないとき、あるいはエンジンの要求する燃料量を改質後燃料でまかなうことがで
きないときに流量調整バルブＶ５により天然ガスがエンジン１０２に直接供給される。こ
こで、改質器１０３が利用できない場合としては、始動時などの改質器が低温状態、ある
いは改質器の性能が低下したときなどである。
【００２０】
　またエンジンの吸気管にはエンジン１０２に供給する空気量を調整するために空気流量
調整バルブＶ３（通常はスロットル）が設置されている。エンジン１０２に供給する燃料
性状は上述のように変動することから、それに応じて空気量を調整する必要がある。天然
ガスの主成分であるメタンを例に量論燃焼時の反応を式（２）に示す。
　ＣＨ4＋２Ｏ2＋７．５Ｎ2　⇒　ＣＯ2＋２Ｈ2Ｏ＋７．５Ｎ2　・・・式（２）
【００２１】
　式（２）によると空気と燃料の体積比（空気体積／燃料体積）＝９．５となる。一方メ
タン１ｍｏｌの水蒸気改質後の成分を量論燃焼した時の反応は式（３）となる。
　ＣＯ＋３Ｈ2＋２Ｏ2＋７．５Ｎ2　⇒　ＣＯ2＋３Ｈ2Ｏ＋７．５Ｎ2　・・・式（３）
【００２２】
　式（３）によると空気と燃料の体積比（空気体積／燃料体積）＝２．４となる。量論燃
焼において、改質前後で燃料と空気の体積割合が異なる。図５にメタンと改質後燃料の燃
焼熱を同じにした場合（８０２．７ｋＪ）の量論燃焼時における燃焼室内の空気と燃料の
モル数を示す。メタンと改質後燃料でトータルのガス量はほぼ変わらないが、その割合が
大きく異なることが分かる。エンジンに供給する空気と燃料の割合は通常空気過剰率で示
されるが、エンジンの熱効率、排気性能の観点で、空気過剰率は所定の値に制御される必
要がある。このことから同エンジン発電出力において、所定の空気過剰率でエンジン運転
を行うには、エンジンに供給する改質後燃料と改質前燃料の割合に応じて、空気流量調整
バルブＶ３によって供給する空気量を制御することが有効となる。
【００２３】
　図３に示すシステムにおいて、改質器１０３、熱交換器１０５、１１０、凝縮器１０８
の前後には温度計と圧力計が設置され（図示は省略）、制御装置１１１によりそれぞれの
値を見ながらユーザの要求する発電量にあわせて、各流量調整装置（Ｖ１～Ｖ５）および
ポンプ（Ｐ１，Ｐ２）が制御される。
【００２４】
　本実施形態のエンジンコンバインドシステムの制御フローの一例を図６～８の制御フロ
ー図を用いて説明する。
【００２５】
　まず、図６を用いて始動時の制御フローの例を説明する。Ｓ１００１で要求発電電力を
確認する。要求発電電力が所定以上のとき、Ｓ１００２でエンジン１０２を始動するプロ
グラムがスタートする。Ｓ１００３にてＶ５が制御され、エンジン１０２に燃料タンク１
０４から燃料が供給される。エンジン１０２が始動することで改質器１０３が温められ、
温度が上昇する。Ｓ１００４で改質器１０３の温度が所定温度以上と判断されると、Ｓ１
００５でＰ２の電源が入り、Ｖ４が制御されることで、改質器１０３に水が供給される。
またＶ１が制御されることで、燃料タンク１０４より改質器１０３に燃料が直接供給され
る。改質後燃料はＶ２が制御されることで、エンジン１０２に供給される。このときエン
ジン１０２の発電電力を一定に保つため、燃料タンク１０４からエンジン１０２に供給す
る燃料量を減らすよう、Ｖ５を制御する。次にＳ１００６で熱交換器１０５の温度が監視
され、所定温度以上になると、Ｓ１００７でＰ１の電源が入り、ランキンサイクルの冷媒
が循環され、暖気終了となる。このように改質器１０３、熱交換器１０５の温度を見なが
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ら、順次各バルブ、ポンプの電源が入り、改質器、熱利用システムの運転を効率よく、開
始することができる。
【００２６】
　次に、図７を用いて定格運転時の改質器の温度制御フローについて説明する。Ｓ２００
１にて定格運転と判定されると、定格運転時の改質器の温度制御が開始される。まず、Ｓ
２００２で改質器の温度情報に基づいて改質器１０３の温度が所定温度範囲内か否か判断
され、改質器１０３の温度が所定温度範囲を外れている場合にはＳ２００３で所定温度範
囲よりも高いか低いかを判断する。Ｓ２００３において、改質器１０３の温度が所定温度
範囲よりも高いと判断された場合には、２００４にて改質器の温度を下げるために、Ｖ１
，Ｖ４を制御することで、改質器へ供給する燃料量と水の量を増加させる。これにより吸
熱反応量が増加し、改質器１０３の温度を下げることができる。またこの際、エンジンを
同出力に保つために、Ｖ２を制御し、改質後燃料のエンジンへの供給量を増加させるとと
もに、Ｖ５を制御することで、燃料タンクから燃料のエンジン１０２への供給量を減少さ
せる。以上の制御を行いＳ２００６に移行し、Ｓ２００１～Ｓ２００６を繰り返し実行す
る。また、Ｓ２００３で改質器１０３の温度が所定温度範囲よりも低いと判断された場合
には、改質器１０３の温度を増加させるため、２００５にてＶ１，Ｖ４を制御し、改質器
へ供給する燃料量と水の量を減少させる。これにより、吸熱反応量を低下させて改質器１
０３の温度を上げることができる。また、エンジンを同出力に保つために、Ｖ２を制御し
、改質後燃料のエンジンへの供給量を減少させるとともに、Ｖ５を制御することで、燃料
タンクから燃料のエンジン１０２への供給量を増加させる。以上の制御を行いＳ２００６
に移行し、Ｓ２００１～Ｓ２００６を繰り返し実行する。また、Ｓ２００２で改質器の温
度が所定範囲内であると判断された場合には、そのままＳ２００６に移行し、Ｓ２００１
～Ｓ２００６を繰り返し実行する。
【００２７】
　次に、図８を用いて定格運転時のランキンサイクルの制御フローについて説明する。Ｓ
３００１にて定格運転と判定されると、定格運転字のランキンサイクルの制御が開始され
る。まず、Ｓ３００２にて熱交換器１０５の温度が所定範囲内か否か判断され、熱交換器
１０５の温度が所定範囲を外れている場合にはＳ３００３で所定温度範囲よりも高いか低
いかを判断する。Ｓ３００３において、熱交換器１０５の温度が所定範囲よりも高いと判
断された場合には、Ｓ３００４でＰ１の動力が制御され、熱媒体の循環量を増加させる。
これにより熱交換器１０５の温度が低下し、膨張機１０６の出力が増加し、発電機１０７
の発電量が増加する。なお、Ｐ１の動力制御はインバータなどを用いて行う。以上の制御
を行いＳ３００６に移行し、Ｓ３００１～Ｓ３００６を繰り返し実行する。また、Ｓ３０
０３において、熱交換器１０５の温度が所定温度範囲よりも低いと判断された場合にはＳ
３００５でＰ１の動力が制御され、熱媒体の循環量を減少させる。これにより熱交換器１
０５の温度を上昇させる。以上の制御を行いＳ３００６に移行し、Ｓ３００１～Ｓ３００
６を繰り返し実行する。また、Ｓ３００２で熱交換器１０５の温度が所定範囲内であると
判断された場合には、そのままＳ３００６に移行し、Ｓ３００１～Ｓ３００６を繰り返し
実行する。以上の制御を行うことによって、熱交換器１０５の温度を所定温度範囲内にす
ることでランキンサイクルの発電効率（膨張機１０６の断熱効率、発電機１０７の発電効
率）が正常に保たれる。ランキンサイクルは所定温度以下で運転すると、熱効率が低下す
ることや、膨張機１０６の故障にもつながるため、上記のような制御が行われる。このよ
うな制御を行うことで、熱交換器１０５へ供給される排ガス熱量の変動に応じて、ランキ
ンサイクルシステムを制御でき、システム効率向上と、システム故障を防止できる。
[第２実施形態]
　図９に第２実施形態に係る改質器と吸収式冷凍機を組み合わせたエンジンコンバインド
システムの構成図を示す。図９において、吸収式冷凍機以外の構成は図３と同様であり、
同じ構成については説明を省く。本実施形態では、冷媒として水、吸収材として臭化リチ
ウムを用いた吸収式冷凍機を例として説明する。図３と同様に本実施形態のエンジンコン
バインドシステムもエンジン１０２の排気管に改質器１０３が接続され、改質器１０３の
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排ガス下流側に熱交換器１０５が設けられている。この熱交換器１０５と分離器２０２で
吸収式冷凍機の再生器２０５として機能する。
【００２８】
　まず、吸収式冷凍機の構成を説明する。吸収器２０１に貯留されている水蒸気を吸収し
た臭化リチウム水溶液がポンプＰ１によって熱交換器１０５に供給され、エンジンの排ガ
スと熱交換される。エンジンの排熱によって加熱されることで、臭化リチウム水溶液は分
離器２０２で水蒸気と臭化リチウムの濃溶液に分離され、温度、圧力の高い水蒸気は凝縮
器２０３に送られ、臭化リチウムの濃溶液は吸収器２０１に送られる。凝縮器２０３に送
られた水蒸気は、水タンク１０９からポンプＰ２を介して送られた水との熱交換により凝
縮する。凝縮器２０３で凝縮した水は膨張弁Ｖ６で断熱膨張されて、温度、圧力が下がっ
た状態で蒸発器２０４へ送られ、蒸発器２０４で熱交換されて水蒸気となり、吸収器２０
１に送られて臭化リチウムに吸収される。蒸発器２０４では、冷媒と熱交換される媒体が
潜熱冷却され、冷熱として外部に供給される。
【００２９】
　本実施形態のシステムでは、改質器１０３に供給する水蒸気として、吸収式冷凍機の凝
縮器２０３に冷却水として水タンクから供給される水を利用することを特徴とする。これ
により、改質器１０３に送られる水は凝縮器２０３の放熱により加熱されることで、改質
器１０３にエンタルピーの高い水蒸気を送ることができ、それにより改質器１０３は転化
率が向上する効果が得られる。また凝縮器２０３の冷却に改質用の水を利用するため、ク
ーリングタワーのような冷却用の循環装置を必要としない点において、装置構成を簡素化
できる。
【００３０】
　また、吸収式冷凍機では再生器２０５で臭化リチウムが析出しないように臭化リチウム
の水溶液濃度は所定濃度である必要がある。そのために熱交換器１０５で熱交換された後
の臭化リチウムの温度は所定以下にする必要がある。一方で再生器２０５は限られた温度
範囲で駆動しながら、冷熱能力を高めるためにはより冷媒の流量を高める必要がある。つ
まり、熱交換器１０５で臭化リチウム水溶液と熱交換する排ガスは所定温度以下であり、
かつ熱量（排ガス流量、比熱）を高くすることが求められる。所定温度以下で、エンジン
排ガスの熱量を増加させる方法として、エンジンで希薄燃焼させることが挙げられる。希
薄燃焼することで、排ガス流量と比熱を共に高めることができる。エンジンの廃熱は排ガ
ス熱とエンジン冷却水への廃熱の２種類あるが、エンジンを希薄燃焼させることで、燃焼
温度が低くなることから、エンジン冷却水との温度差が小さくなることから、エンジン冷
却水への廃熱割合が小さくなり、逆にエンジン排ガス熱の割合が増加する。これらの理由
で、エンジンで希薄燃焼させることで、所定温度以下に保ちながら、熱交換器１０５へ供
給可能な排ガス熱量が増加する。しかしながら、天然ガスは可燃範囲が狭く、希薄燃焼さ
せるためには、点火エネルギーを高める、エンジン内の空気流動を強くするなど、新たな
エネルギーが必要となり、エネルギー損失を増加させてしまう。一方、本システムでは水
素を含む改質後燃料をエンジンに供給するため、可燃範囲が大幅に広がり、上述の新たな
エネルギーを加えることなく、希薄燃焼が可能となる。これにより熱交換器１０５で吸収
式冷凍機の冷媒と熱交換することで限られた温度範囲で駆動する吸収式冷凍器の冷熱能力
を高めることができる。
【００３１】
　本実施形態のシステム構成により、改質器の改質効率を高めると同時に吸収式冷凍機の
冷熱能力を高めることができ、改質システム、吸収式冷凍機の双方の高効率化を図ること
ができる。
【００３２】
　図９に示すシステムにおいて、改質器１０３、熱交換器１０５、１１０、凝縮器２０３
、蒸発器２０４の前後には温度計と圧力計が設置され（図の記載は省略）、制御装置１１
１によりそれぞれの値を見ながらユーザの要求する発電量、冷熱量にあわせて、各流量調
整装置（Ｖ１～Ｖ５）およびポンプ（Ｐ１，Ｐ２）が制御される。流量調整装置Ｖ３に関
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しては、エンジンで希薄燃焼させるための空気量を調整するために制御される。本実施形
態の吸収式冷凍機を用いたシステムにおいても、第１実施形態で説明した図６～８と同様
の制御を行うことで、冷媒の温度を所定範囲に保つことができ、システム効率向上と、シ
ステム故障を防止できる。
【００３３】
　なお、図９に示すシステムにおいて、吸収式冷凍機の加熱には排ガス熱のみを供給して
いるが、エンジンの冷却水熱を供給する、あるいは燃料を直接吸収式冷凍機に供給すると
いった方法で加熱する構成としてもよい。
 [第３実施形態]
　図１０に第３実施形態に係るエンジンコンバインドシステムの構成図を示す。本実施形
態のシステムは、エンジン１０２の排気管に改質器１０３を搭載し、改質器１０３の排ガ
ス下流側の熱を使い、ランキンサイクルを組み動力を生み出す構成である。図３との違い
はランキンサイクルに使用する熱媒体が水であり、この水を改質器１０３の改質反応用の
水蒸気として利用する構成とした点である。ランキンサイクルで利用できるエンジン排熱
の温度が所定温度より高い場合、ランキンサイクルの冷媒に水を使用することができる。
この場合、膨張機後の蒸気をそのまま改質器１０３に供給することができる。つまり、本
システムに供給する水は排熱を使って改質器１０３で燃料（水蒸気）となるほかに、ラン
キンサイクルの熱媒体としても作用することになる。
【００３４】
　本システムのランキンサイクルについて説明する。水タンク１０９に貯蔵された熱媒体
である水がポンプＰ１により熱交換器１０５に送られる。熱交換器１０５では、改質器１
０３で利用されなかったエンジン１０２の排熱によって水が加熱され、高温、高圧の水蒸
気となる。この高温、高圧の水蒸気が膨張機１０６へ送られ、膨張機１０６でエンタルピ
ー差が生まれることで、発電機１０７により発電が行われる。膨張機１０７から排出され
た水蒸気は供給量調整装置Ｖ８を介して改質器１０３に供給され、燃料タンクから供給さ
れる燃料とともに改質器１０３で水蒸気改質される。その後、改質器１０３から排出され
る改質後燃料に含まれる水蒸気は熱交換器１１０によって凝縮され、改質後燃料と水に分
離され、水が水タンク１０９に回収される。よって、熱交換器１１０がランキンサイクル
の凝縮器となる。
【００３５】
　一方、熱交換器１１０で分離された改質後燃料は燃料調整バルブＶ２を介してエンジン
１０２に供給し、エンジン１０２を駆動させ、発電機１０１により発電を行う。
【００３６】
　このように本システムでは、ランキンサイクルに使用する熱媒体を改質器１０３の燃料
（水蒸気）としても使用することよって、部品点数削減とシステムの高効率化を同時に実
現することができる。
【００３７】
　また、図７のシステムでは、膨張器を介さずに熱交換器１０５から排出された水蒸気を
改質器１０３に供給するための供給量調整装置Ｖ７を備えた配管を設けている。これによ
り、例えば、エンジン１０２の出力が小さく、ランキンサイクルで十分な動力を生み出す
ことができない運転条件の場合に、供給量調整装置Ｖ７により熱交換器１０５で加熱され
た水蒸気を直接改質器１０３に供給し、供給量調整装置Ｖ８によって膨張器１０６から水
蒸気を改質器１０３に供給しないように制御することができる。このような制御を行うこ
とにより、エンジン１０２の出力が小さく、ランキンサイクルで十分な動力を生み出すこ
とができない運転条件の場合にも、エネルギー損失を抑制してシステムを稼動することが
できる。
【００３８】
　図１０に示すシステムにおいて、改質器１０３、熱交換器１０５、１１０の前後には温
度計と圧力計が設置され（図の記載は省略）、制御装置１１１によりそれぞれの値を見な
がらユーザの要求する発電量にあわせて、各流量調整装置（Ｖ１～Ｖ５、Ｖ７，Ｖ８）お
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よびポンプ（Ｐ１）は制御される。
【００３９】
　本実施形態のエンジンコンバインドシステムの制御フローの一例を図１１～１３の制御
フロー図を用いて説明する。
【００４０】
　まず、図１１を用いて始動時の制御フローの例を説明する。Ｓ４００１～Ｓ４００４に
ついてはＳ１００１～Ｓ１００４と同様の制御を行うことから説明は割愛する。Ｓ４００
４にて改質器１０３の温度が所定温度以上になると、Ｓ４００５にてＰ１の電源が入り、
Ｖ７が制御されることで、改質器に水が供給される。この際、Ｖ８は閉じられており、ラ
ンキンサイクルへは水を供給しない。またＶ１が制御されることで燃料タンク１０４から
燃料が改質器１０３に供給され、改質後燃料がＶ２を制御することでエンジン１０２へ供
給される。このときエンジンの発電電力を一定に保つため、燃料タンク１０４からエンジ
ンに供給する燃料量を減らすよう、Ｖ５を制御する。Ｓ４００６にて熱交換器１０５の温
度が所定温度以上のとき、Ｓ４００７でＶ８が制御されることでランキンサイクルへ水が
供給される。また同時にＶ７は水の供給量を減少するように制御される。このようにする
ことで、改質器へ供給される水の量は一定に保たれる。
【００４１】
　次に、図１２を用いて定格運転時の改質器の温度制御フローについて説明する。Ｓ５０
０１にて定格運転と判定されると、定格運転時の改質器の温度制御が開始される。まず、
Ｓ５００２で改質器１０３の温度を監視し、改質器１０３の温度が所定温度範囲内か否か
判断され、改質器１０３の温度が所定温度範囲を外れている場合にはＳ５００３で所定温
度範囲よりも高いか低いかを判断する。Ｓ５００３において、改質器１０３の温度が所定
温度範囲よりも高いと判断された場合には、Ｓ５００４でＶ７が制御され、改質器１０３
への水供給量を増加する。またＶ１を制御することで、改質器１０３への燃料供給量を増
加させる。これにより、改質による吸熱量が増加するため、改質器１０３の温度を下げる
ことができる。また改質後燃料が増加することから、Ｖ２が制御され、エンジンへの改質
後燃料の供給量が増加される。エンジンの発電量を一定に保つために、Ｖ５を制御するこ
とで、エンジンに直接供給する燃料量を減少させる。以上の制御を行いＳ５００６に移行
し、Ｓ５００１～Ｓ５００６を繰り返し実行する。また、Ｓ５００３において、改質器１
０３の温度が所定温度範囲よりも低いと判断された場合には、Ｓ５００５でＶ７が制御さ
れ、改質器１０３への水供給量を減少する。またＶ１を制御することで、改質器１０３へ
の燃料供給量を減少させる。これにより、改質による吸熱量が減少するため、改質器１０
３の温度が増加する。また改質後燃料が減少することから、Ｖ２が制御され、エンジンへ
の改質後燃料の供給量が減少される。エンジンの発電量を一定に保つために、Ｖ５を制御
することで、エンジンに直接供給する燃料量を増加させる。以上の制御を行いＳ５００６
に移行し、Ｓ５００１～Ｓ５００６を繰り返し実行する。また、Ｓ５００２で改質器の温
度が所定範囲内であると判断された場合には、そのままＳ５００６に移行し、Ｓ５００１
～Ｓ５００６を繰り返し実行する。このように制御することで、改質器１０３の温度範囲
を一定に保つことができ、改質器１０３は高い転化率で運転でき、また劣化を抑制できる
ことから高い転化率を維持することができる。結果的にシステム効率を高めることができ
る。
【００４２】
　次に、図１３を用いて熱交換器１０５の温度変化に対応した制御フローを説明する。Ｓ
６００１にて定格運転と判定されると、定格運転字の熱交換器１の温度制御が開始される
。まず、Ｓ６００２にて熱交換器１０５の温度が所定範囲内か否か判断され、熱交換器１
０５の温度が所定範囲を外れている場合にはＳ６００３で所定温度範囲よりも高いか低い
かを判断する。Ｓ６００３において、熱交換器１０５の温度が所定範囲よりも高いと判断
された場合には、Ｓ６００４でＶ８が制御されランキンサイクルへの水供給量を増加する
。またＶ７を制御することで、改質器１０３への水供給量が一定に保たれる。これにより
熱交換器１０５の温度を低下させる。以上の制御を行いＳ６００６に移行し、Ｓ６００１
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～Ｓ６００６を繰り返し実行する。また、Ｓ６００３において、熱交換器１０５の温度が
所定温度範囲よりも低いと判断された場合にはＳ６００５でＶ８が制御されランキンサイ
クルへの水供給量を減少する。またＶ７を制御することで、改質器１０３への水供給量が
一定に保たれる。これにより、熱交換器１０５の温度を上昇させる。以上の制御を行いＳ
６００６に移行し、Ｓ６００１～Ｓ６００６を繰り返し実行する。また、Ｓ６００２で熱
交換器１０５の温度が所定範囲内であると判断された場合には、そのままＳ６００６に移
行し、Ｓ６００１～Ｓ６００６を繰り返し実行する。以上の制御を行うことによって、熱
交換器１０５へ供給される排ガス熱量の変動に応じて、ランキンサイクルシステムを制御
でき、システム効率向上と、システム故障を防止できる。
[第４実施形態]
　図１４に第４実施形態に係るエンジンコンバインドシステムの構成図を示す。図１０と
の違いは改質器１０３と熱交換器１０５の間に過給器（ターボ）３０１が搭載され、エン
ジン１０２へ供給する空気を過給する点である。天然ガスなどのガス燃料は液体燃料に比
べ、エンジン１０２への供給ガス中の燃料の割合が大きいため、最大トルクが小さくなる
。なかでも図５に示すように改質後燃料は一部が水素でありエネルギー密度が低いため、
供給できる空気量が小さくなる。よって、図８に示すように過給器３０１を設置し、吸入
空気を過給することで、トルクを高めることができ、エンジン１０２の高効率化が可能と
なる。エンジン排ガスは過給器３０１を通過することで温度が下がることから、改質器１
０３の後流に位置する。ランキンサイクルは比較的低温域まで熱回収できることから、過
給器３０１の後流側に位置し、これにより排熱をカスケード的に利用することができる。
また過給機３０１で加圧された空気は熱交換器３０２を通過することで、冷却することが
でき、より高密度に空気をエンジン内へ供給することができ、最大トルクを高めることが
できる。また熱交換器３０２の空気と熱交換するために、水タンク１０９より水を供給す
る。これにより、過給機３０１で加熱された空気の熱をランキンサイクルおよび改質器に
供給する水の加熱に利用でき、ランキンサイクルで出力される動力（発電量）および改質
器の改質割合が高くでき、システム効率を高めることができる。
【００４３】
　図１４に示すシステムにおいて、改質器１０３、熱交換器１０５、１１０、３０２の前
後には温度計と圧力計が設置され（図の記載は省略）、制御装置１１１によりそれぞれの
値を見ながらユーザの要求する発電量にあわせて、各流量調整装置（Ｖ１～Ｖ５、Ｖ７，
Ｖ８）およびポンプ（Ｐ１）は制御される。本実施形態のシステムにおいても、第３実施
形態で説明した図１１～１３と同様の制御を行うことで、システム効率向上とシステム故
障を防止できる。
【００４４】
　次に、第１実施形態～第４実施形態で適用される改質器の構造の一例を説明する。改質
器は、図１５（ａ）に示すように、外形が円柱状を呈する複数本の反応セル３１と、複数
の反応セル３１を収容した円筒状の第１ケーシング３２と、を備えている。そして、天然
ガスと水蒸気が各反応セル３１内を通流し、高温の排気ガスが反応セル３１の外であって
第１ケーシング３２内を通流するようになっている。
【００４５】
　第１ケーシング３２及び後記する第２ケーシング３４は、熱伝導率が高くなるように金
属製（例えば、ＳＵＳ）で形成されている。なお、第１ケーシング３２、第２ケーシング
３４の形状は、円筒状に限定されず、その他に例えば、四角形筒状、多角形筒状でもよい
。
【００４６】
　反応セル３１は、図１５（ｂ）に示すように、積層された複数枚の反応シート３３と、
複数枚の反応シート３３を収容した第２ケーシング３４と、を備えている。
【００４７】
　各反応シート３３は、図１５（ｃ）に示すように、ベースとなる金属箔３５と、金属箔
３５の両面にそれぞれ形成された多孔質層３６と、多孔質層３６に担持された触媒３７と
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、を備えている。つまり、各反応シート３３は、触媒３７が担持した多孔質層３６、金属
箔３５、触媒３７が担持した多孔質層３６の順で積層した三層構造である。
【００４８】
　なお、厚さ方向において隣り合う反応シート３３、３３間には、天然ガス、水蒸気、生
成した水素及び一酸化炭素が通流可能な隙間が形成されている。
【００４９】
　また、反応シート３３はシート状であるから、その熱容量が小さく、熱が反応シート３
３を速やかに伝導し、触媒３７がその触媒機能を良好に発揮する温度に速やかに昇温する
。これにより、天然ガスと水蒸気を水素と一酸化炭素とに分解する分解反応の効率は、高
くなっている。
【００５０】
　さらに、各反応シート３３には、複数の貫通孔３３ａが形成されている。これにより、
排気ガスの熱が厚さ方向に良好に伝導し、また、天然ガス、水蒸気、生成した水素及び一
酸化炭素が、厚さ方向にも良好に通流するようになっている。
【００５１】
　金属箔３５は、例えばアルミニウム箔で構成され、その厚さは５０～２００μｍ程度と
される。
【００５２】
　ただし、金属箔３５を備えず、又は、金属箔３５に代えて、ベースとなる多孔質層を備
え、反応シート３３全体を多孔質構造としてもよい。
【００５３】
　多孔質層３６は、触媒３７を担持するための層であって、天然ガス、水蒸気、生成した
水素及び一酸化炭素が通流可能な複数の細孔を有している。このような多孔質層３６は、
例えば、アルミナを主体とする酸化物で構成される。
【００５４】
　触媒３７は、天然ガス、水蒸気を分解し、水素及び一酸化炭素を生成させるための触媒
である（式（１）参照）。このような触媒３７は、例えば、白金、ニッケル、パラジウム
、ロジウム、イリジウム、ルテニウム、モリブデン、レニウム、タングステン、バナジウ
ム、オスミウム、クロム、コバルト、鉄等から選択された少なくとも１種で構成される。
【００５５】
　次に、図１６を用いて、第１実施形態～第４実施形態で適用するエンジンの種類とシス
テム効率について説明する。本システムは、エンジン排ガスからの熱を回収し、システム
効率を高めるものである。エンジンは一般的に排ガス熱と冷却水熱の２種類の廃熱がある
。冷却水熱は一般的に８０度程度の低い温度のため、その熱から動力あるいは冷熱に変換
するには効率が低くなる。一方、排ガス熱は温度が高く、火花点火エンジンの場合、７０
０～１０００℃と高い排ガス熱が排出される。そのため、冷却水熱への廃熱を削減し、エ
ンジン廃熱を排ガス熱へ集中させることで、廃熱を利用し動力あるいは冷熱に変換する効
率を高めることができる。図１６（ａ）は一般的なエンジンに改質器、熱利用機器（例え
ば電力に変換できる機器）を搭載した際のエネルギー収支を示す。この場合、燃料のエネ
ルギーを１とした場合、エンジンの冷却水へ排出される量は０．２５となり、電力に変換
できる量は０．５２５となる。一方、図１６（ｂ）はエンジンの冷却水を不要にした断熱
エンジンに改質器、熱利用機器を搭載した際のエネルギー収支を示す。この場合、エンジ
ンの冷却水は排出されず、その代わり、排ガス熱が増加し、結果的に電力に変換できる量
は０．５７５となる。以上のことから断熱エンジンに本システムを適用することで、シス
テム効率向上がより効果的になることがわかる。断熱エンジンを実現するには、耐熱性の
高い材料をエンジンの燃焼室内の表面に適用することが求められる。また燃焼温度を低く
するために不活性ガスを活用した希薄燃焼をすることも重要である。
【００５６】
　以上で説明した本発明の実施形態に係るエンジンコンバインドシステムによれば、改質
器において化学的な排熱回収が可能となり、エンジンの熱効率が向上し、改質器後流の熱
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利用システムで排熱を使って動力もしくは冷熱を生成することができる。さらに改質器を
通過したエンジン排熱を使って水蒸気改質の水を加熱できるため、エンジンの排熱をカス
ケード的に利用することができ、システム全体の効率が高くなる。さらに、改質器の後流
のランキンサイクルなどの熱利用システムを使用する際に、その熱媒体に水を使用するこ
とができ、蒸気タービン等の膨張器から排出される水蒸気を凝縮器で凝縮せずにそのまま
改質器に供給することが可能となる。つまり、改質器に供給する水は、ランキンサイクル
の熱媒体としても利用することが可能となり、排熱利用の観点と部品点数削減という点で
、改質器とランキンサイクルを組み合わせて相乗的な効果を生み出すことができる。
【符号の説明】
【００５７】
　１０１・・・発電機、１０２・・・エンジン、１０３・・・改質器、１０４・・・燃料
タンク、１０５・・・熱交換器、１０６・・・膨張器、１０７・・・発電機、１０８・・
・凝縮器、１０９・・・水タンク、１１０・・・熱交換器、１１１・・・制御装置

【図１】

【図２】

【図３】
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